
 

 

 

 

長く私たちを楽しませてくれた今年の桜

は、葉桜へと移ろいました。そして今度は、

満開のつつじが玄関付近を彩り豊かに飾っ

てくれています。 

明日から５月です。 
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上の写真は、先日行われた「代表委員会」

の１コマです。 

代表委員会とは、運営委員会を中心に、
４年生以上の各学級の代表、委員会の代表
が一堂に会し、学校生活の様々なことにつ
いて話し合う活動です。自分たちで日見小
学校を創っていく、言わば「日見小サミッ
ト」です。  

今年度最初の議題は、「運動会を盛り上げ
るためのスローガンを決めよう」でした。 

 
 
 
４年生は、初めての参加です。 
クロムブックを用いながらの話合いでし

たが、機器の操作もしっかりと行い、学級
の代表として、堂々と発言することができ
ていました。 

また、中心的に会を進める５・６年生の

姿をあこがれのまなざしで見ていました。 

子どもたちは、教科の学習のみならず、

学校におけるこうした様々な経験を経て、

頼もしい高学年へと成長していきます。 

 

 

 
去る４月１７日（木）、６年生を対象に、

全国学力・学習状況調査が行われました。
今年は国語、算数に加えて理科の調査も実

施されました。 

また、その日は、５年生を対象に長崎県
学力調査(国語、算数)が、そして３・４年生
を対象に長崎市学力調査(国語、算数)が実施
されました。 
学力調査は、子どもたちの学力や学習状

況を把握・分析することを通して、学校に
おける教育指導の充実や学習状況の改善等
に役立てることを目的として行われていま
す。 
いわずもがな、子どもにしっかりと学力

を付けることは、学校の、そして私たち教
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師の大きな使命の一つです。 
各調査結果については、７月以降、学校

に届きますが、学校では、その結果を基に、
各学年における日頃の指導の成果と課題を
しっかりと捉え、さらなる授業改善に生か
してまいります。 
また、４学年を通して実施される調査は、

一人一人の学習内容の定着度を継続して見
取るための貴重な検証軸でもあります。 
今年度、日見小学校では、教員の校内研

修の一環として、これまで以上に子ども一
人一人の状況を詳細に分析し、それぞれの

課題を捉え、個別の支援につなげる取組を
計画しています。 
今後、家庭学習等の支援等、保護者の皆

様にも御協力をお願いすることがあるかと
思いますが、その際は、どうぞよろしくお
願いいたします。 
家庭と学校がしっかりとタッグを組み、

日見小で学ぶすべての子どもたちを明るい
将来に導くべく、その成長を支えてまいり
ましょう。 

 

 

  

４月２５日（金）の日見っ子応援団結団

式には、多数ご参加いただき、ありがとう

ございました。 

 杉本新会長さんも、予想をはるかに上回

る保護者の参加に、ホッとされるとともに、

新たな形への手ごたえを感じておられるよ

うでした。 

 「決して強制ではなく、学校と一緒に何

らかの形で子供の活動にかかわる。」 

 応援団が目指す新たな形は、まさに今求

められている理想的な形であり、参加者の

多さに、期待の大きさを感じたところです。 

何より、保護者の皆様が活動にかかわっ

てくださることは、子どもにとっての大き

な喜びです。 

今後もともに手を取り合い、日見っ子の

成長を一緒に支えてまいりましょう。 

 

 

３日（土）憲法記念日 

４日（日）みどりの日 
５日（月）こどもの日 
６日（火）振替休日 
９日（金）心電図検査（１年） 
     避難訓練 

１２日（月）委員会活動（５・６年） 
内科検診（２・４・５年） 

１３日（火）内科検診（１・３・６年） 
１４日（水）耳鼻科検診（１・３・５年） 
１５日（木）運動会全体練習（１校時） 
１９日（月） ALT 

クラブ活動（４・５・６年） 
２１日（水）運動会予行練習（１・２校時） 
２３日（金）運動会会場設営 
２５日（日）運動会 
２６日（月）運動会代休 
２９日（木）フッ化物洗口開始（２～６年） 
 

＜＜＜おおお知知知らららせせせとととおおお願願願いいい＞＞＞   
〇通信端末機の「学校持ち込み」について   

 

長崎市では、全ての公立小･中学校で携帯

電話など通信端末機の学校への持ち込みを

原則禁止しており、本校も同様です。 

各ご家庭の判断でスマートフォンや携帯

電話等を与え、使用させる場合においても、

しっかりと約束事を決めるとともに、保護

者の責任において、フィルタリング等の設

定を確実に行ってください。 

 

本校では児童間での SNS 等の利用を認

めていません。したがって、SNS の利用に

伴うトラブル等については、原則、各ご家

庭で対応していただきます。 

 

全国的に多くの子どもが SNS 等を介し

た事件やトラブルに巻き込まれています。  

どうかご理解とご協力を賜りますよう、

お願いいたします。 

   
（文責 校長 稲吉伸一） 

「「「日日日見見見っっっ子子子応応応援援援団団団」」」スススタタターーートトト！！！   

５５５月月月のののおおおもももななな行行行事事事予予予定定定ででですすす。。。   


